
普代村 空き家バンク登録促進事業空き家をお持ちの方へ

補助金制度のお知らせ

※補助金の交付は同一物件に対して1回限りとなります。

普代村では、空き家をお持ちの方で、空き家バンク登録物件を対象と
した(1)改修及び(2)環境整備のための補助金を交付します。(1)改修 (2)環境整備

普代村役場 政策推進室　普代村役場 政策推進室　TEL: 0194-35-2114　FAX: 0194-35-3017お問合せ先

上限 40万円
●改修工事

改修に要した経費の1/2を
補助金として交付します。

上限 10万円
●環境整備

環境整備のための残置物撤
去等に要した費用の1/2を
補助金として交付します。

補助金の対象と
なるためには…

① 空き家バンクに登録
② 補助金の交付申請
③ 改修または環境整備の実施(両方も可)
④ 完了実績報告書の提出
⑤ 書類審査

改修と
環境整備を
したい。

(2)環境整備
(残地物撤去、清掃、
廃棄物処分、庭木の
伐採、草刈り等)

(1)改修
(建替えを除く増
築、改築、修繕、模様
替え、設備工事等)

普代村HP
住居ぺージ



普代村空き家バンク登録制度空き家バンク登録制度

村ホームページ等で空き家
バンク制度の紹介やPR

登録された空き家物件の
利用希望の登録申込み

村ホームページや窓口
DM等で空き家物件を紹介

空き家の詳細情報の
問い合せ(随時)

空き家の内覧

物件の売買・賃貸借の
交渉申込み

交渉や売買・賃貸借契約に係る
仲介依頼

※売買及び賃貸借の契約が締結された場合、宅地見物取引業者への仲介手数料が発生します。

〇物件を500万円で売買した場合
　200万円  ×  5.5％ ＝ 11万円
　200万円  ×  4.4％ ＝ 8.8万円
　100万円  ×  3.3％ ＝ 3.3万円

参考積算
〇物件を月額3万円で賃貸借した場合
　3万円+(３万円×10％)＝3.3万円

計　23.1万円

村ホームページ等で空き家
バンク制度の紹介やPR

空き家物件情報の
登録申込み(随時)

内覧への立ち会い

〇物件を売買した場合、売主が仲介手数料を宅建業者へ支払います。
　※参考：500万円で売買した場合、約23万円程度
〇物件を賃貸借した場合、借主が仲介手数料を宅建業者へ支払います。
　※参考：家賃月額3万円で賃貸した場合、約3.3万円程度

普代村空き家バンク制度のイメージ図
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※9 交渉や売買・賃貸借契約の契約(村は契約には関与しません)
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